
（別表２）
不 利 益 処 分 に 係 る 処 分 基 準

平成２８年１０月１日
No.53

法 令 名 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

根 拠 条 項 第１２条

処 分 の 概 要 特定建築物所有者等への改善命令等

◎第１２条
法 令 の 定 め 都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持

管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われておらず、かつ、特定建築物
内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境
衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、当該特定建築物の所有
者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権限を有するも
のに対し、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを
命じ、又は当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用若し
くは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる。

◎施行規則第２２条
法第１２条の厚生労働省令で定める場合は、法第１１条第１項の規定によ

る権限を行使した場合とする。

◎第１１条
第１項 都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、この法律

の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要
な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書
類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査させ､若しくは関係者に質
問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住
者の承諾を得なければならない。
第２項第９条の１２第２項及び第３項の規定は、前項の規定による立入検

査について準用する。
※ 厚生労働省令記載省略

◎施行細則第９条
次に掲げる事務は、保健所長に委任する。

第１号～第３号 記載省略
第４号 法第１２条の規定による必要な措置の命令並びに使用の停止及び制
限に関すること
第５号～第７号 記載省略

処 分 基 準 上記法令の規定による。

処分担当課 各総合振興局（振興局）保健環境部保健行政室（地域保健室）生活衛生課

問い合わせ先 保健福祉部健康安全局食品衛生課生活衛生グループ
（電話番号：011-204-5260）

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kse/kyo/gyote3-2.htm



（別表２）
不 利 益 処 分 に 係 る 処 分 基 準

平成２８年１０月１日
No.54

法 令 名 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

根 拠 条 項 第１２条の４

処 分 の 概 要 登録営業所の登録の取消し

法 令 の 定 め ◎第１２条の４
都道府県知事は、登録営業所が、第１２条の２第２項の基準に適合しなく

なったときは、その登録を取り消すことができる。

◎第１２条の２
第１項 次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の
区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登
録を受けることができる。
第１号 建築物における清掃を行う事業
第２号～第８号 記載省略

第２項 都道府県知事は、前項の登録の申請があった場合において、その申
請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、
その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に
適合すると認めるときは、登録をしなければならない。

第３項～第５項 記載省略

◎施行規則第２５条
法第１２条の２第２項の規定による同条第１項第１号に掲げる事業に係る

機械器具その他の設備（以下この条において「清掃用機械器具等」という。）、
その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとす
る。
第１号 次の機械器具を有すること。
イ 真空掃除機
ロ 床みがき機

第２号 清掃作業の監督を行う者が、職業能力開発促進法（昭和 44年法律
第 64 号）第 62 条第１項に規定する技能検定であってビルクリーニング
の職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であって、
次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定する清掃作業の監督を行う者のための講習の課
程を修了し、修了した日から６年を経過しない者

ロ イの講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣が指定する清
掃作業の監督を行う者のための再講習の過程を修了し、修了した日か
ら６年を経過しないもの

第３号 清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したもの
であること。
イ 清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体
となって定期的に行われるものであること。

ハ その内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方
法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。

ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる
者であること。

第４号 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大
臣が別に定める基準に適合していること。
（法第１２条の２第１項第２号～第８号に定める事業の登録基準につい
ては省略。）



処 分 基 準 上記法令の規定による。

処分担当課 保健福祉部健康安全局食品衛生課
（電話番号：011-204-5260）

問い合わせ先 保健福祉部健康安全局食品衛生課生活衛生グループ
（電話番号：011-204-5260）

備 考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kse/kyo/gyote3-2.htm


